
仕  様  書 

 

１．業 務 名 称  環境センター 蛍光灯交換工事（３～６階） 

 

２．場 所  茨城県筑西市下川島 658 

         筑西広域市町村圏事務組合  環境センター地内 

 

３．施 工 内 容  既設蛍光灯の撤去及び LEDへの交換（３～６階） 

         詳細は内訳書参照 

 

４．施 工 期 間  契約締結日の翌日～令和８年３月 18日 

         ※工程については、ごみ処理施設基幹的設備改良工事及び施

設運転計画を考慮し、筑西広域市町村圏事務組合（以下「甲」

という。）監督員と協議のうえ工程表を作成すること。 

 

５．責 任 施 工  本業務はすべて受注者（以下「乙」という。）の責任とする。 

           

６．支 給 品  本業務に使用する電気、エアー、水は甲が支給する。 

 

７．保 証  完成後に発生した部品及び施工の欠陥による故障は、筑西広 

域市町村圏事務組合財務等に関する規則において準用する、 

筑西市建設工事執行規則別紙（履行条項）に基づき、速やか 

に処理すること。 

 

８．提 出 書 類  ①契約締結後、５日以内に着工届・工程表・現場代理人届を 

提出すること。 

※施工計画を立てる際は、ごみ処理施設基幹的設備改良工事 

及び施設運転計画を考慮し、甲監督員と協議のうえ工程表を

作成すること。 

         ②完成時には工事完成通知書（指定様式）及び工事写真（着 

工前、施工中、完成が把握できるもの）を提出すること。 

         ③その他、甲が要求する書類。 

 

９．安 全 管 理  乙は、業務中の危険防止策を十分行い、労働安全衛生法等を 

厳守し作業者への安全教育に努め、労働災害無きよう安全管 

理に努めること。 

 

 



10．特   記  ①本整備にて発生する廃材については、乙にて適切に処分す

ること。 

②廃材を施設内に仮置きする場合に必要なコンテナ及びフレ 

キシブルコンテナバッグ等については、乙にて準備し、廃 

材が飛散しないようシートやコンクリートパネル等にて養 

生すること。また、産業廃棄物の処理を行ったものは、マ

ニフェスト伝票の写しを提出することとし、原本は法律に

基づき排出事業者が５年間保存すること。 

         ③現地調査を行い、設置箇所や台数等、積算資料と相違が無 

いか確認すること。 

   

      

 


